
※土地境界図、道路区域図、地籍調査成果資料

保全対象物あり 保全対象物なし

工事着工

工事完了

担　当

墨田区都市整備部土木管理課用地調査担当
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墨田区管理基準点及び境界点の保全手続きフローチャート
(LoGoフォーム)

フォーム終了メッセージまたは受付完了メールに記載の

すみだまちづくりマップから土地境界図等※を取得

保全対象物の測量（工事前）
②境界確認測量（工事前）報告書

（LoGoフォーム）

②境界確認測量（工事前）報告書
（LoGoフォーム）

（電話）

道路掘削等工事の周囲５メートル以内にある
区の標示物（区鋲、地籍多角点等）が対象

（ＦＡＸ）

現地調査（保全対象物の有無を確認）

　　　　　①工事施工届出書（LoGoフォーム） ※すべての工事が対象

完了

③境界確認測量（工事後）報告書
（LoGoフォーム）

保全対象物の測量（工事後）

完了

保全対象物（区の標示物）を撤去・復旧する場合、復旧する保全対象物（区
の標示物）は、原則、購入または交換になります。
詳細は下記担当にお問合せください。

区ＨＰ「基準点及び境界点の保全

について」

LoGoフォームのURLは墨田区ＨＰに掲載しています。


